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後期高齢者医療制度 

 

約15兆円 

 

65歳 

75歳 

・75歳以上 
・約1,690万人 
・保険者数：47（広域連合） 

健康保険組合 協会けんぽ（旧政管健保）  国民健康保険 
（市町村国保＋国保組合） 

共済組合 

 ※１ 加入者数・保険者数、金額は、平成29年度予算案ベースの数値。 
 ※２ 上記のほか、経過措置として退職者医療（対象者約90万人）がある。 
 ※３ 前期高齢者数（約1690万人）の内訳は、国保約1300万人、協会けんぽ約280万人、健保組合約90万人、共済組合約10万人。          

  約10兆円 約６兆円 健保組合・共済等 約５兆円 

・大企業のサラリーマン 
・約2,850万人 
・保険者数：約1,400 

・中小企業のサラリーマン 
・約3,830万人 
・保険者数：１ 

・公務員 
・約860万人 
・保険者数：85 

・自営業者、年金生活者、  
   非正規雇用者等 
・約3,480万人 
・保険者数：約1,900 

前期高齢者財政調整制度（約1,690万人）約７兆円（再掲） ※３ 

医療保険制度の体系 
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財政安定化支援事業 

50％ 50％ 

○普通調整交付金（７％） 

 市町村間の財政力の不均衡
等（医療費、所得水準）を調整
するために交付。 

○特別調整交付金（２％） 

 画一的な測定方法によって、
措置できない特別の事情（災
害等）を考慮して交付。 

調整交付金（国） 

（９％）※１ 

7,700億円 

調整交付金（国） 

（32％） ※１ 

23,400億円 

定率国庫負担 

公費負担額 

国 計 ：      33,300億円 

都道府県計： 11,500億円 

市町村計：    1,800億円 

  市町村への地方財政措置：1,000億円 

○ 高額な医療費（１件80万円超）の発生

による国保財政の急激な影響の緩和を

図るため、市町村国保からの拠出金を

財源に、都道府県単位で負担を共有   

事業規模：3,390億円 
 ※ 国と都道府県は１/４ずつ負担 

高額医療費共同事業 

医療給付費等総額： 約114,700億円 

保険料 

（29,200億円） 

○  低所得者の保険料軽減分を公費で 
  支援。 

事業規模： 4,590億円 
       （都道府県 3/4、市町村 1/4） 

  

○  低所得者数に応じ、保険料額の一定 

割合を公費で支援                  
    事業規模： 2,630億円 

 （国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4） 

都道府県 
調整交付金 

（９％） ※１ 

6,600億円 

  保険財政共同   
安定化事業 ○  国保間の保険料の平準化、財政の 

安定化を図るため、都道府県内の国

保の医療費について、各国保からの

拠出金を財源として、都道府県単位で

負担を共有 

保険財政共同安定化事業 

※１ それぞれ保険給付費等の９％、32％、９％の割合を基本とするが、定率国庫負担等のうち一定額について、財政調整機能を強化する観点から国の調整交付金に振りかえる等の法律上の措置がある 
※２  平成２７年度決算（速報値）における決算補填等の目的の一般会計繰入の額   
※３ 退職被保険者を除いて算定した前期高齢者交付金額であり、実際の交付額とは異なる 

前期高齢者交付金 

○国保・被用者保険の65歳か
ら74歳の前期高齢者の偏在
による保険者間の負担の不
均衡を、各保険者の加入者数
に応じて調整。 

 

前期高齢者交付金 
       

37,900億円 
       ※３ 

国保財政の現状 

保険料軽減制度 

保険者支援制度 

保険者支援制度 

保険料軽減制度 

高額医療費共同事業 

法定外一般会計繰入 

約3,000億円 ※２ 

（平成29年度予算ベース） 
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社会保障改革プログラム法（H25.10.15：提出 ⇒ H25.12.5：成立、 H25.12.13：公布） 

平成26年の通常国会以降：順次、個別法改正案の提出 

○ 平成２６年の通常国会では、医療法・介護保険法等の改正法案、難病・小児慢性特定疾病対策の法案、 
 次世代育成支援対策推進法等の改正法案、雇用保険法の改正法案を提出し、成立。 

○ 平成２７年通常国会には、医療保険制度改革のための法案を提出し、成立（H27.5.27）。 

社会保障制度改革国民会議（H24.11.30：第１回 ⇒ H25.8.6：報告書とりまとめ） 

○ 社会保障制度改革国民会議（国民会議）は、社会保障制度改革推進法（改革推進法）（※1）に基づき、設置。 
  （設置期限：平成２５年８月２１日） 
    （※1）自民党、公明党、民主党の３党合意に基づく議員立法。平成２４年８月１０日成立、同２２日公布。 

○ 改革推進法に規定された「基本的な考え方」、社会保障４分野（年金、医療、介護、少子化対策）に係る「改革の基本 
 方針」及び３党実務者協議でとりまとめた「検討項目」に基づき、１５名の有識者（清家篤会長）が２０回にわたり審議。 

○ 政府は、国民会議における審議の結果等を踏まえて、法律の施行後１年以内（平成２５年８月２１日まで）に、必要な 
 法制上の措置を講ずることとされた。（改革推進法第４条） 

   ⇒ 「『法制上の措置』の骨子」（H２５.８.２１：閣議決定） 

○ 「『法制上の措置』の骨子」に基づき、社会保障制度改革の全体像・進め方を明示。 

社会保障制度改革国民会議以降の流れ 
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① 年齢構成が高く、医療費水準が高い 
 ・ 65～74歳の割合：市町村国保（３７．８％）、健保組合（３．０％）  
 ・ 一人あたり医療費：市町村国保（３３．３万円）、健保組合（１４．９万円） 

 

 
② 所得水準が低い 

 ・ 加入者一人当たり平均所得：市町村国保（８６万円）、健保組合（２０７万円（推計））  
 ・ 無所得世帯割合：２７．８％ 

③ 保険料負担が重い 
 ・加入者一人当たり保険料／加入者一人当たり所得 
  市町村国保（９．９％）、健保組合（５．７％） ※健保は本人負担分のみの推計値 

④ 保険料（税）の収納率低下 
  ・収納率：平成１１年度 ９１．３８％ → 平成２６年度 ９０．９５％    
 ・最高収納率：９５．２５％（島根県）  ・最低収納率：８６．７４％（東京都） 

⑤ 一般会計繰入・繰上充用 
 ・市町村による法定外繰入額：約３,８００億円   うち決算補てん等の目的 ：約３,５００億円、 
  繰上充用額：約９００億円（平成２６年度）  
   
 
 

⑥ 財政運営が不安定になるリスクの 高い小規模保険者の存在 
 ・１７１６保険者中３０００人未満の小規模保険者 ４５８ （全体の１／４） 

⑦ 市町村間の格差 
・ 一人あたり医療費の都道府県内格差  最大：2.7倍（北海道）    最小：1.1倍（富山県） 
・ 一人あたり所得の都道府県内格差    最大：14.6倍（北海道）     最小：1.3倍（福井県） 
・ 一人当たり保険料の都道府県内格差   最大：3.7倍（長野県）※    最小：1.3倍（長崎県） 

  ※東日本大震災による保険料（税）減免の影響が大きい福島県を除く。 

 

１．年齢構成 

２．財政基盤 

３．財政の安定性・市町村格差 

 
   

① 国保に対する財政支援の拡充 
 
② 国保の運営について、財政支援 
  の拡充等により、国保の財政上の 
  構造的な問題を解決することとし 
  た上で、 

 ・ 財政運営を始めとして都道府県 

  が担うことを基本としつつ、 

 ・ 保険料の賦課徴収、保健事業の 

  実施等に関する市町村の役割が 

  積極的に果たされるよう、 
 都道府県と市町村との適切な役割 
 分担について検討 
 
③ 低所得者に対する保険料軽減措 
  置の拡充 
 

 
   

 市町村国保が抱える構造的な課題と 
社会保障制度改革プログラム法における対応の方向性 
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【施行期日】  平成30年4月1日（４①は公布の日（平成27年５月29日）､2は公布の日及び平成29年4月1日､３及び４②～④は平成28年4月1日） 

１．国民健康保険の安定化 
○国保への財政支援の拡充により、財政基盤を強化 (27年度から約1700億円､29年度以降は毎年約3400億円) 

○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の 
国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 

２．後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入 
○被用者保険者の後期高齢者支援金について、段階的に全面総報酬割を実施 

(26年度:1/3総報酬割→27年度:1/2総報酬割→28年度:2/3総報酬割→29年度:全面総報酬割) 

３．負担の公平化等 
①入院時の食事代について、在宅療養との公平等の観点から、調理費が含まれるよう段階的に引上げ 

(27年度:1食260円→28年度:1食360円→30年度:1食460円。低所得者､難病･小児慢性特定疾病患者の負担は引き上げない) 

②特定機能病院等は、医療機関の機能分担のため、必要に応じて患者に病状に応じた適切な医療機関を紹介する等
の措置を講ずることとする（紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入） 

③健康保険の保険料の算定の基礎となる標準報酬月額の上限額を引き上げ (121万円から139万円に) 

４．その他 
①協会けんぽの国庫補助率を｢当分の間16.4％｣と定めるとともに､法定準備金を超える準備金に係る国庫補助額の 
特例的な減額措置を講ずる 

②被保険者の所得水準の高い国保組合の国庫補助について、所得水準に応じた補助率に見直し 
(被保険者の所得水準の低い組合に影響が生じないよう、調整補助金を増額) 

③医療費適正化計画の見直し、予防･健康づくりの促進 
･都道府県が地域医療構想と整合的な目標(医療費の水準､医療の効率的な提供の推進)を計画の中に設定 
･保険者が行う保健事業に、予防･健康づくりに関する被保険者の自助努力への支援を追加 

④患者申出療養を創設 (患者からの申出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組み) 

 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、
国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進、患者申出療養の創設等の措置を講ずる。 

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の概要 
（平成27年５月27日成立） 
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＜平成27年度から実施＞ 

○ 低所得者対策の強化のため、保険料の軽減対象となる低所得者数に応じた自治体への 

財政支援を拡充（約1,700億円） 

    
＜平成30年度から実施＞（毎年約1,700億円） 

○財政調整機能の強化（財政調整交付金の実質的増額） 

○自治体の責めによらない要因による医療費増・負担への対応 

  （精神疾患、子どもの被保険者数、非自発的失業者 等） 

○保険者努力支援制度･･･医療費の適正化に向けた取組等に対する支援 

○財政リスクの分散・軽減方策（財政安定化基金の創設・高額医療費への対応 等） 等   

○ あわせて、医療費の適正化に向けた取組や保険料の収納率向上などの事業運営の改善等を一層推進し、財政基盤

の強化を図る。 

 国保制度改革の概要（公費による財政支援の拡充）  

・平成27年度から、財政安定化基金を段階的に造成等（平成27年度200億円⇒平成29年度約1,700億円） 

・平成30年度以降は、上記の項目に約1,700億円を配分  

国民健康保険に対し、平成26年度に実施した低所得者向けの保険料軽減措置の拡充（約500億円）に加え、 

毎年約3,400億円の財政支援の拡充等を以下の通り実施することにより、国保の抜本的な財政基盤の強化を図る。 

※ 公費約3,400億円は、現在の国保の保険料総額（約３兆円）の１割を超える規模 

※ 被保険者一人当たり、約１万円の財政改善効果 
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【現行】 市町村が個別に運営 
【改革後】 都道府県が財政運営責任を担う 

など中心的役割 

市町村 
都道府県 

・ 財政運営責任（提供体制と双方に責任発揮） 

・ 市町村ごとの納付金を決定 

市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮することが基本 

・ 市町村ごとの標準保険料率等の設定 

・ 市町村が行った保険給付の点検、事後調整 

・ 市町村が担う事務の標準化、効率化、 
 広域化を促進 

・ 資格管理（被保険者証等の発行） 

・ 保険料率の決定、賦課・徴収 

・ 保険給付 

・ 保健事業 

（構造的な課題） 

 ・年齢が高く医療費水準が高い 

 ・低所得者が多い 

 ・小規模保険者が多い 

都道府県が市町村ごとに決定した 
国保事業費納付金を市町村が納付 

・国の財政支援の拡充 
 

・都道府県が、国保の運営に
中心的役割を果たす 市町村 

市町村 

市町村 

市町村 

市町村 

国保運営方針 
(県内の統一的方針) 

給付費に必要な費用を、 
全額、市町村に支払う（交付金の交付） 

※被保険者証は都道府県名のもの 
※保険料率は市町村ごとに決定 
※事務の標準化、効率化、広域化を進める 

○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の

国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 

・給付費に必要な費用は、全額、都道府県が市町村に交付 

・将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示（標準的な住民負担の見える化） 

・都道府県は、国保の運営方針を定め、市町村の事務の効率化・広域化等を推進 

○市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、 
地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う 

国保制度改革の概要（運営の在り方の見直し） 

 なお、国の普通調整交付金については、 都道府県間の所得水準を 
調整する役割を担うよう適切に見直す 

○ 詳細については、引き続き、地方との協議を進める  
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改革の方向性 

１． 
運営の在り方 

 (総論) 

○ 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う 

○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の

確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 

○ 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、   

市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 

都道府県の主な役割 市町村の主な役割 

２． 
財政運営 
 

財政運営の責任主体 
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 
・財政安定化基金の設置・運営 

・国保事業費納付金を都道府県に納付 

３． 
資格管理 

国保運営方針に基づき、事務の効率化、 
標準化、広域化を推進 

※４．と５．も同様 

･ 地域住民と身近な関係の中、 
  資格を管理(被保険者証等の発行) 

４． 
保険料の決定 
賦課・徴収 

標準的な算定方法等により、市町村ごとの
標準保険料率を算定・公表 

・ 標準保険料率等を参考に保険料率を
決定 

・ 個々の事情に応じた賦課･徴収 

５． 
保険給付 

・給付に必要な費用を、全額、 
市町村に対して支払い 

・市町村が行った保険給付の点検 

･ 保険給付の決定 
･ 個々の事情に応じた窓口負担減免等 

６． 
保健事業 

市町村に対し、必要な助言･支援 
・ 被保険者の特性に応じたきめ細かい
保健事業を実施  

 （データヘルス事業等） 

改革後の国保の運営に係る都道府県と市町村それぞれの役割 
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支出 

改革後の国保財政の仕組み（イメージ） 

① 保険給付に必要な費用
を、全額、市町村へ交付 

②災害等による保険料の減
免額等が多額であること
や、市町村における保健

事業を支援するなど、市町
村に特別な事情がある場
合に、その事情を考慮して
交付 

 

支出 

 

 

保険料 保険給付費 

 

支出 

 

 

保険料 保険給付費 

納付金 交付金 

○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金の額の決定や、保険給付に必要な費用

を、全額、市町村に対して支払う（保険給付費等交付金の交付）ことにより、国保財政の「入り」と「出」を管理する。 

 ※ 都道府県にも国保特別会計を設置 

○ 市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付金を都道府県に納付する。 

※ 納付金の額は、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮 

都道府県の国保特別会計 

市町村の 

国保特別会計 

市町村の 

国保特別会計 Ａ市 

現行 改革後 

公費 

・定率国庫負担 
・保険料軽減 等 

収入 
公費 

 保険料軽減 等 

公費 

収入 定率国庫負担 等 

収入 
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○ 年齢調整後の医療費水準が同じ場合、 

市町村の所得水準が高いほど納付金負担が大きくなり、 

公平な保険料水準となる。 

＜按分方法＞ 

被保険者数に応じた按分額に 

市町村ごとの医療費水準を反映 

（医療費実績は、年齢構成の 

相違による差を調整したもの、 

複数年平均） 

国保事業費納付金の市町村への配分（イメージ）  

＜按分方法＞ 

所得水準に応じた按分額に 

市町村ごとの医療費水準を反映 

（医療費実績は、年齢構成の 

相違による差を調整したもの、 

複数年平均） 

<市町村の納付金額> 

○ 市町村の所得水準が同じ場合、 

年齢構成の差異の調整後の医療費水準が高いほど 

納付金の負担が大きくなり、 

医療費水準に応じた負担となる。 

C市の 

所得水準 

D市の 

所得水準 

A市の 

所得水準 

B市の 

所得水準 

○ 都道府県が、都道府県内の保険料収納必要額（医療給付費－公費等による収入額）を 

市町村ごとの被保険者数と所得水準で按分し､それぞれに医療費水準を反映することにより、 
市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定 

所得水準の高い都道府県ほど、割合大 
（全国平均並の所得水準の場合、全体の50％） 

 

被保険者数に応じた按分 所得水準に応じた按分 

医療費水準を反映 

医療費水準をど
の程度反映する

かはαにより調整 

所得水準をどの
程度反映するか

はβにより調整 

医療費水準 
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○ 現状、国保の保険料は様々な要因（※）により差異が生じているため、他の市町村の保険料水準との差を 

単純に比較することは困難な状況。 

※ 市町村ごとに年齢構成や医療費水準に差があること、保険料の算定方式が異なること、決算補てん等目的の法的外繰入

を行っている市町村があること等 

⇒ 都道府県が市町村ごとの標準保険料率を示すことにより、標準的な住民負担を見える化。 

※ 将来的な保険料負担の平準化を進める観点から、都道府県は、標準的な保険料算定方式や市町村規模

別の標準的な収納率等に基づき、標準保険料率を算定することとする。 

 

都道府県 

標準保険料率 

一人当たり医療費 市町村 

標準保険料率 

当該市町村の 

保険料算定方式で 

算出した場合 

実際の保険料率 

（市町村が決定） 
（年齢構成調整前） （年齢構成調整後） 

 所得割 8％ 

均等割 40,000円 

A市： 

380,000円 

Ａ市： 

400,000円 

Ａ市： 

 所得割 10％ 

 均等割 50,000円  

A市：  

   所得割 10％ 

  均等割 50,000円  

Ａ市 

 所得割 10％ 

 均等割 50,000円  

Ｂ町： 

300,000円 

Ｂ町： 

240,000円 

（A市の６割） 

Ｂ町：  

 所得割   6％ 

 均等割 30,000円 

（Ａ市の６割）  

Ｂ町：  

 所得割   6％ 

 均等割 23,000円 

 世帯割 10,000円  

Ｂ町  

  所得割   5.8％ 

 均等割 22,000円 

  世帯割   9,000円  

  （イメージ）  ※Ａ市とＢ町が同じ所得水準である場合 

年齢調整後の医療費

水準に応じた負担 

収納率向上等により、都道府県

が示す数値より引き下げが可能 

全国統一ルールで 

算出した場合 

 

① ② 

標準保険料率を算定する考え方 
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国保運営方針の位置付け 

○ 都道府県は、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保のため、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運

営方針を定め、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進する。 

※１ 都道府県は、あらかじめ連携会議で市町村の意見を聴いた上で、都道府県に設置する国保運営協議会での議

論を経て、平成29年12月末までに地域の実情に応じた国保運営方針を定める。 

※２ 厚生労働省は、地方と協議をしつつ国保運営方針のガイドラインを作成し、都道府県へ示した（2016/4/28） 。 

■ 主な記載事項 

〈必須事項〉 

（１） 国保の医療費、財政の見通し 

（２） 市町村の保険料の標準的な算定方法に関する事項 
・標準的な保険料の算定方式、市町村規模別の標準的な収納率 等 

（３） 保険料の徴収の適正な実施に関する事項 
・ 複数の自治体による滞納整理事務の共同実施、収納担当職員に対する研修会の共同実施 等 

（４） 保険給付の適正な実施に関する事項 
・  海外療養費の審査等の専門的な知見を要する事務の共同実施、保険医療機関による大規模な不正請求

が発覚した場合における不正利得の回収に関する事項 等 

〈任意項目〉 

（５） 医療費適正化に関する事項 
・ 後発医薬品の使用促進に関する事項、医療費通知の共同実施 等 

（６） 市町村が担う事務の効率化、広域化の推進に関する事項 

（７） 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携に関する事項 

（８） 施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整等 
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見直しの手順は①～⑤までと同様。少なくとも３年ごとに検証を行い、必要に応じて見直すことが望ましい。 

都道府県は、連携会議とは別に、当該都道府県内のすべての市町村に対し、国保運営方針案について意見
を求めなければならない。 （法82条の２第６項） 

都道府県の国保運営協議会は、地方自治法第138条の４第３項に基づく都道府県の執行機関の附属機関と
して位置づけられる。 

国保運営方針は、都道府県の国保運営協議会の答申を判断資料として都道府県知事が決定するが、国保
運営協議会の意見は、法的に知事を拘束するものではない。 

法第82条の２第７項に基づき、都道府県は遅滞なく公表するよう努めるものとする。公表の方法は、都道府
県のホームページや公報による公示などが考えられる。 

連携会議では、都道府県の関係課室、市町村の国保担当部局等、 国保連、その他の関係者による意見交
換、意見調整を行う。国保運営方針案の議決を行う場ではない。 

①  市町村等との連携会議の開催  

② 国保運営方針案を作成、市町村へ意見聴取 

③ 都道府県の国保運営協議会で審議、諮問・答申 

④ 都道府県知事による国保運営方針の決定 

⑤ 国保運営方針の公表 

⑥ 事務の実施状況の検証、国保運営方針の見直し 

国保運営方針の策定手順 

○ 国保運営方針の策定に当たっては、①都道府県・市町村が保険者として目指す方向性について認識を共有すること、

②被保険者、療養担当者、公益、被用者保険等の関係者の意見を聴くことが重要であり、策定後も定期的な検証・

見直し・改善をしていくことが重要。このため、以下の手順を基本として、地域の実情に応じて策定を行う。 
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